
不登校児童・生徒の学びの場・居場所（フリースクール等民間施設）

厚木市教育委員会

不登校の子どもが、自分のペースで学習や興味のある活動を行う民間施設です。
下記は、令和４年～７年度に市内の小・中学生が利用し、出席扱いとなった施設
です。施設によって活動が異なるため、利用する際は学校と面談を行う場合があ
ります。


